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第１号議案 

令和６年度 事業報告  （主なもの） 

《運営委員会》 

5 月11 日 令和６年度 PTA 総会（対面式総会） 

6 月4 日 スポーツフェスタへドリンク差し入れ 

9 月14 日 津浜祭（文化祭）に参加、おにぎりや揚げ物を販売 

10 月19 日 環境整備事業（花植え） 

3 月3 日 卒業式／卒業記念品としてコサージュとよこすか焼きを贈る 

3 月5 日 入学手続き（委員勧誘） 

3 月17 日 入学予定者説明会（委員勧誘） 

  定例会（毎月第２土曜日） 

《学年委員会》 

6 月26 日 保護者向け大学見学会（関東学院大学・神奈川大学） 

9 月14 日 津浜祭（文化祭）に参加、パンと飲料を販売 

  定例会（運営委員会後実施、毎月第２土曜日） 

《成人委員会》 

７月11 日 研修旅行（水中観光船にじいろさかな号、まぐろ料理のお食事、うらりマルシェにてお買い物） 

11 月13 日 校内講習会 クリスマスリース作り教室 

  定例会（毎月第三水曜日） 

《広報委員会》 

6 月4 日 
9 月14 日 

行事（6/4 スポーツフェスタ，9/14 津浜祭）の撮影 

5 月8 日 
11 月20 日 

広報誌編集作業（定例会含む） 

7 月17 日 
2 月26 日 年２回 広報誌作成・発行（入学号7/17、卒業号2/26） 

  定例会（広報誌を出す際に都度開く） 

《あんぜん委員会》 

通年 4/13、6/8、9/7、12/7、2/8 校内パトロール実施 

6 月8 日 セーフティーカード配付 

7 月13 日 
１2 月14 日 横須賀三浦地区交通安全対策会議 参加 (追浜高校) 

11 月12 日 横須賀三浦地区交通安全大会 参加 (はまゆう会館) 

  定例会（８月除く毎月第２土曜日） 

《指名委員会》 

 11 月9 日 
１2 月14 日 

2 月8 日 
3 月8 日 

11 月より発足、運営委員会後に次年度役員及び会計監査委員候補者の選出や委員勧誘について協議 
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第２号議案 
令和６年度 決算報告 

（１）ＰＴＡ一般会計 
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（２）教育振興費 
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（３）図書費 
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（４）周年記念事業積立金 
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第３号議案 
令和７年度 役員及び会計監査委員 候補者 

○ 会    長 小林 義和（こばやし よしかず） 
 
○ 副  会  長 舩場 加奈子（ふなば かなこ） 
   金田 和浩（かねだ かずひろ） 
 
○ 総    務 松永 洋美 （まつなが ひろみ） 
         清水 恭子（しみず きょうこ） 
   工藤 由美（くどう よしみ） 

松本 久美（まつもと くみ）（職員） 
 

○ 会    計    鈴木 真理 (すずき まり) 
            加藤 智恵子(かとう ちえこ) 
            三代川 里香（みよかわ りか） 

芦田 惇（あしだ じゅん）（職員） 
 

○ 会計監査委員    山本 史枝 （やまもと ふみえ） 
東坂 菜穂子 （とうさか なほこ） 

                      安田 美穂 （やすだ みほ） 
 
第４号議案 

令和７年度 事業計画案（主なもの） 
１．運営委員会 

○定例会  原則 月１回 第２土曜日 （８月を除く 年１１回）開催 

○各研修会・大会への参加 

○ＰＴＡ総会の計画 

○スポフェス受付 ６月 

○津浜祭（文化祭）物販 ９月 

○横三地区 ＰＴＡ協議会 各種会議 

 

２．学年委員会 

○定例会  原則 月１回 （６・８・２・３月を除く 年８回）活動 

○保護者向け大学見学会 ６月 

○津浜祭（文化祭）物販 ９月 

 

３．成人委員会 

○定例会  原則 月１回 （８・２・３月を除く 年９回）活動 

○研修旅行 ９月 

○講習会 １２月 

 

４．広報委員会 

○撮影・編集会議 年６～８回活動 

○広報「つくいはま」発行 （年２回） 

 

５．あんぜん委員会 

○定例会  原則 隔月１回 土曜日 午前中 開催 

○校内安全パトロール   定例会開催時に実施 

○横三地区 交通安全対策会議   時期未定（追浜高校） 

○横三地区 交通安全大会  １１月 （はまゆう会館） 

 

６．指名委員会 

○次年度役員及び会計監査委員候補者の選出 １１月発足 
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第５号議案 
令和７年度 予算案 

（１）ＰＴＡ一般会計 
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（２）教育振興費 
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（３）図書費 
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（４）周年記念事業積立金 
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神奈川県立津久井浜高等学校ＰＴＡ会則 
 

第 一 章  総   則 
第１条 （名称及び事務所）本会は、神奈川県立津久井浜高等学校ＰＴＡと称し事務所を同校内に置く。 

第２条 （目的）本会は、会員相互の協力により、学校との連絡を密にし、生徒の心身の健全な発達と、教育環境の整備充実

に協力して教育の効果を高めると共に、会員相互の親睦と教養の向上をはかることを目的とする。 

第３条 （方針）本会は、教育を目的とする民主団体であり生徒の教育ならびに福祉のために、他の社会的団体、教育機関と

協力して活動するが、特定の営利的、宗教的、政治的活動には関係をもたない。また学校の管理運営、人事などに

は干渉しない。 
第 二 章  会員・役員 

第４条 （会員）本会の会員は、本校に在籍する生徒の保護者ならびに本校の教職員とする。 

第５条 （役員）本会に次の役員を置く。 

１．会 長１名（保護者） 

２．副会長２名 以上（保護者） 

３．総  務３名 以上（保護者２以上・教職員１） 

４．会  計３名 以上（保護者２以上・教職員１） 

第６条 （役員の任務） 

１．会長は本会を代表し、会務を統括し、各会を招集する。また各委員会の委員を委嘱し、すべての委員会に出席す

ることができる。 

２．副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。 

３．総務は、本会各会議の議事の整理及び記録、書類の保管、ならびに連絡調整を行う。 

    ４．会計は、本会の会計をつかさどり、財産を管理する。 

第７条 （役員の選出） 

１．役員の選出は、指名委員会の推薦により総会において行う。 

２．指名委員会について必要な規則は別に定める。 

３．欠員が生じたときの補充は第14条による。 

第８条 （役員の任期）役員の任期は１ヶ年とする。ただし再任は妨げない。欠員により補充された役員の任期は前任者の残

任期間とする。 

第 三 章  総   会 
第９条  総会は、定期総会、臨時総会および紙面総会とする。 

第10条  定期総会は、年度初めに開き、役員の選出、旧年度の事業報告及び決算報告、新年度の事業計画及び予算を審議し

議決する。 

第11条  臨時総会は、必要に応じ運営委員会の承認を得て随時会長が招集する。 

第12条  総会の定足数は会員の３分の１以上とする。ただし委任状で出席に代えることができる。議決は出席者の過半数の

同意を必要とする。 

第 四 章  運営委員会 
第13条 運営委員会は、本会の役員、常置委員会の委員長及び副委員長、校長、副校長、教頭で構成する。 

第14条 運営委員会の任務は、次のとおりとする。 

１．総会に関する事項を処理する。また緊急やむを得ない場合は総会を代行する。ただしこの場合は全会員に報告し、

次の総会で承認を得なければならない。 

２．役員、会計監査委員に欠員が生じたとき、必要によりその後任を指名し補充する。 

３．その他本会の事業に関して必要な事項を審議し処理する。 

第15条 運営委員会は、原則として毎月１回開き、構成委員の半数以上の出席により成立する。 
第 五 章  各種委員会 

第16条（常置委員会）本会は、常置委員会として、学年、成人、広報、あんぜんの各委員会を置く。 

第17条（常置委員会の任務） 

１．学年委員会は、各学年、学級の連携をはかり、懇談会等を計画立案実施する。 

２．成人委員会は、会員相互の親睦と教養の向上をはかる。 

３．広報委員会は、広報誌等を発行し、この会の事業の周知徹底をはかる。 

    ４．あんぜん委員会は、学校、生徒、会員の生活全般における安全について取り組む。 

第18条（常置委員会の選出） 

１．委員はPTA会員より選出し、必要に応じて所属委員会については運営委員会が調整する。任期は原則として３ヶ

年とする。欠員が生じたときは、必要に応じて補充する。 

２．常置委員会に委員長、副委員長、書記を置く。委員長、副委員長は委員の互選による。 

（ 資料 ） 
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第19条（特別委員会）本会に特別委員会を置くことができる。特別委員会は特別の目的を達するため必要により運営委員会の

承認を得て構成し、会長が招集する。 
第 六 章  会計監査委員 

第20条 本会に会計監査委員２名以上（保護者）を置き、その年度の会計を監査し総会に報告する。その選出及び任期は役員

に準ずる。 

第 七 章  会   計 
第21条 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてる。会費は通常会費及び特別会費とする。通常会費の金額ならび

に特別会費の種類、金額等については別に定める。 

第22条 会計年度は、毎年４月１日に始まり、３月３１日に終わる。 
第 八 章  細   則 

第23条 会運営に必要な細則は、本会則に反しない限りにおいて運営委員会が定め、次期総会の承認をうける。 

第 九 章  会則の改正 
第24条 本会則は、総会において出席者の３分の２以上の賛成により改正することができる。 

付          則 
第１条 この会則は、昭和５１年４月１日より施行する。 

（中略） 
この会則は、平成３０年２月３日より施行する。 
この会則は、平成３１年５月１２日より施行する。 
この会則は、令和 元年５月１８日より施行する。 
この会則は、令和 ６年５月１１日より施行する。 

第２条 会員等の慶弔に関しては、別に内規を定める。 
細          則 

第１条 （役員の指名）役員の指名は指名委員会が行う。 
第２条 （指名委員会の構成） 

１．（ア）運営委員会及び各常置委員会より若干名 
（イ）教職員より２名 

２．委員は互選により正副委員長を選出する。 
第３条 （指名委員会の任務）指名委員会は、次年度の役員及び会計監査委員の推薦について指名をし、被指名者の同意を得

て総会の承認をうける。また被指名についての希望があるものは、あらかじめ指名委員会に申出なければならない。 
第４条 会費は月額250円とする。複数の子が在籍の場合も、ひとり分のみを徴収する。 

第５条 会長は会員からの会費納入免除の申請により、ＰＴＡ会費並びに教育振興費、図書費の納入を免除することができる。 

    １．会費納入免除に係る審査は神奈川県高校生等奨学給付金制度に準用して行う。 

第６条 次期会長候補は、新年度から総会までの間、会長代行として会長の任務を代行する。 

       付          則 

第１条 （前略） 

    この細則は、平成２２年７月３日より施行する。 

 この細則は、平成２５年５月１８日より施行する。 

この細則は、平成３０年２月３日より施行する。 

この細則は、令和 ７年４月１日より施行する。 

ＰＴＡ慶弔に関する内規 
１．この内規は会則第２条の目的を達成するために定め、運用は運営委員会がこれにあたる。 
２． 次の場合は、運営委員会で協議し、その程度により見舞金を支出する。 

ア．本校教職員、本会役員、委員が公務のため、また公務に準ずる生徒指導で負傷したときならびに長期療養のとき。 
イ．会員が火災、その他の災害にあったとき。 

３．本校教職員の転退任にあたっては原則として、以下の計算により記念品代を贈る。１年目2,000円、以後在任１年につき

1,000円を加算する。また、記念品代の上限は10,000円とする。ただし、１年未満は１年とみなす。本会役員、運営委員

会の退任にあたっては記念品を贈る。 
４．会員または生徒の不幸に際しては次の弔慰とする。 

ア．生徒、または生徒の保護者の場合は、5,000円の弔慰金。 
イ．本校教職員本人、配偶者、父母、子の場合は、5,000円の弔慰金。 

５．その他の慶弔については、本内規に準じて運営委員会で協議し、別に措置をすることができる。 
６．本内規に示した金額は物価の変動などに応じ運営委員会において変更する。なお本慶弔内規によって受贈されたものに対

しては、いっさいの返礼を受けないこととする。 
 


